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各府省が研修を実施するために設置している施設（以下「研修施設」という。）は、本府省に中

央研修機関のみを設置しているものや、おおむねブロック単位に支所等を複数設置しているもの

などがある。また、単独の施設であるもの、合同庁舎内に教室を置いているもの、宿泊施設や体

育施設を設置しているものなど多種多様である。 

 政府は、財政健全化に向けた基本的な考え方等として、平成 22年６月 22日に「財政運営戦略」

を閣議決定した。これにより、各府省は、すべての歳出分野の事務及び事業の必要性、執行の効

率性等の観点から不断の見直しを行うことにより、歳出の無駄の排除を徹底することを歳出見直

しの基本原則とし、国の行政機関においては、減量・効率化の観点から、定員の合理化などの対

策を講ずることが求められているほか、現下の極めて厳しい財政状況を勘案すると、国有財産の

一層の有効活用が求められている。 

 このような中、研修施設についても、国費の効率的かつ効果的な執行の観点から、その必要性

や有効活用方策等について検証し、国有財産の売却又は有効活用を一層推進するとともに、需要

に応じた適正規模の下、研修施設を効率的に運用するための的確な見直しを実施することが重要

となっている。 

平成 21年度に実施された内閣府行政刷新会議の事業仕分けにおいて、国土交通大学校が対象と

なり、評決結果では「研修・施設の在り方等について政府全体で見直す」こととされたところで

ある。また、研修施設の一部については、財務大臣主催の「国有財産の有効活用に関する検討・

フォローアップ有識者会議」による「国有財産の有効活用に関する報告書」（平成 19年６月 15日）

等において、廃止、移転又は各府省の研修施設を共同研修所として集約することにより効率的な

運用を図ることとされている。 

 この調査は、このような状況を踏まえ、研修施設について、設置状況、研修の実施状況、運営

状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 

 また、平成 22年から各府省が実施している「行政事業レビュー」に際しては、この調査結果を

参考として、研修施設の運営実態の的確な把握・分析による更なる見直し等が行われることを期

待する。 
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